
道路運送法第１５条の２第１項及び同法施行規則第１５条の４第２号に掲げる 

協議が調っていることの証明書 

 

 

令和 6 年 8 月 21 日付令和６年度新宿区地域公共交通会議（第 2 回）において、下記事項

に関し、協議が調ったことを証明する。 

 

記 

 

１．協議が調っている路線 

（１）新宿駅周辺循環型バス「ＷＥバス」新宿御苑ルート 

（２）新宿駅周辺循環型バス「ＷＥバス」歌舞伎町ルート 

 

２．協議が調っている内容 

  上記 2 路線に基づく運行系統の廃止 

 

３．適応する期間又は区間その他の条件を付す場合にはその条件 

（１）令和 6 年 10 月 1 日より廃止の予定 

（２）上記 2 路線の廃止に伴い、関連する各割引施策についても廃止する。 

 

 

 

 

令和 6 年 8 月 21 日 

 

新宿区地域公共交通会議 

会長 鈴木 文彦 

資料２－２ 


